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Ⅰ 「佐賀県食の安全・安心推進基本計画」の概要 

 

第２次佐賀県食の安全・安心推進基本計画 

１ 計画策定の趣旨  

佐賀県では、平成２６年３月、消費者が安全にかつ安心して消費することができる食品等の

生産及び供給の確保に資することを目的に「佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例」を

制定しました。 

さらに、同条例が制定されたことに伴い、食の安全・安心の確保に関する施策の基本的な方

針や施策を、平成２７年度から平成３０年度における４年間で、総合的かつ計画的に推進する

ために「佐賀県食の安全・安心推進基本計画」を策定し、計画に沿った取組を行ってきました。 

 基本計画期間中における我が国では、平成２７年に、ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法の

食品表示にかかる規定を「食品表示法」へ一元化し、食品表示に対する監視力の強化を行いま

した。 

また、食品衛生の面では、食品衛生法においてＨＡＣＣＰが義務化されるなど、食をとりま

く環境変化や国際化に対応してきました。 

 こうした中で、我が県においても、現在の基本計画を進めていく中で得られた成果や課題を

踏まえ、また、健康で安心できる豊かな県民生活を実現するため、「第２次佐賀県食の安全・

安心推進基本計画」を策定しました。 

 

２ 計画の位置づけ 

この計画は、同条例第８条に基づき、本県における食の安全・安心の確保に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するため、施策の基本的な方針や施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項について定めたものです。 

 

３ 計画の期間 

この計画の期間は、令和元年度から令和４年度までの４年間としています。 

 

４ 基本理念 

 食の安全・安心の確保のための基本理念は以下のとおりです。（条例第３条） 

１ 県民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に必要な措置が講じられるこ

と。 

２ 科学的知見に基づいて必要な措置が講じられることによって、食品を摂取することによ

る県民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすること。 

３ 県、生産者、食品関連事業者及び県民がそれぞれの責務又は役割を果たすこと。 

４ 食品等の生産から消費に至る一連の行程の各段階において必要な措置が適切に講じられ

ること。 

５ 県、生産者、食品関連事業者及び県民がそれぞれ相互理解を深め、連携協力を図ること。 
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５ 関係者の責務と役割             

関係者が果たす責務と役割は以下のとおりです。（第４条～第６条） 

 

（１） 県の責務  

県は、基本理念にのっとり、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に策定し、実

施する。 

 

（２） 生産者及び食品関連事業者の責務 

○ 生産者及び食品関連事業者は、基本理念にのっとり、自らが食品の安全性の確保につ

いて第一義的責任を有していることを認識し、食品等の生産から販売に至る一連の行程

の各段階において、食の安全・安心を確保するために必要な措置を適切に行う。 

  〇 その取り扱う食品等に起因して人の健康に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがあ

る場合は、被害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を行う。 

〇 県が実施する食の安全・安心の確保に関する施策に協力するよう努める。 

 

（３） 県民の役割 

〇 県民は、基本理念にのっとり、食の安全・安心の確保に関し知識と理解を深めるよう

努め、県や生産者及び食品関連事業者が行う食の安全・安心の確保に関する取組につい

て意見を表明するように努めることによって、食の安全・安心の確保に積極的な役割を

果たす。 

〇 自らの食品等の取扱いが人の健康に影響を及ぼすことがあることを認識し、その取扱

いを適切に行うよう努める。 

 

６ 計画の推進と進行管理    

（１）全庁的な取組の推進を目的として設置した「食の安全安心庁内連絡会議（平成１４年度

設置）」が関連施策の企画及び総合調整並びに進行管理を行い、基本計画の実施を推進し

ます。 

（２）施策の実施状況については、佐賀県食品安全推進会議に報告するとともに、条例第９条

に基づき、毎年度県議会及び県のホームページ等により広く県民へ公表します。 

 

 

佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例（抜粋） 

 

（年次報告） 

第９条 知事は、毎年度、議会に対し、基本計画に基づく施策の実施状況を報告する 

とともに、これを公表するものとする。 
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Ⅱ 施策の実施状況 （【 】内は令和３年度における本庁所管課名） 

１ 生産から消費に至る各段階での食品等の安全性の確保              

生産段階での食品の安全性の確保 

（１） 安全・安心な農産物の生産、供給            【園芸課、農産課、林業課】 

 

 
 
 
【令和３年度の実施状況】 
① 農薬・化学肥料の適正使用の徹底 
・農薬取締法に基づき、農薬販売者、ゴルフ場への立入調査を実施し、農薬の保管・適正

販売及び適正使用の指導を行いました。（園芸課） 
  令和３年度実績 立入検査件数 ４５件（販売業者４０件、ゴルフ場５件） 
 

・肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、肥料の登録、届出等の審査を実施し、適正

な肥料生産、販売がなされるよう指導しました。（園芸課） 
令和３年度実績 
普通肥料（新規登録・更新）     ５業者 ６銘柄  
指定混合肥料生産業者（届出・変更） １業者 ５銘柄 
特殊肥料生産業（届出・変更）   １５業者１８銘柄 
販売業（届出・変更・廃止）    ３４業者３９件 

 

・「こねぎ」や「こまつな」など出荷前の農産物１４品目、３９件について農薬３００成分

の有無を調べたところ、農産物２件から適用外農薬が検出されたため、流通を未然に食

い止め、適正使用について指導を行いました。（園芸課） 

令和３年度農薬適正使用分析 
項 目 実施状況 備 考 

対 象 作 物 こねぎ、キャベツ、レタス、チンゲンサイ、

ほうれんそう、ブロッコリー、みずな、こま

つな、しゅんぎく、たかな、わけぎ、にんじ

ん、キュウリ、なす 

適用外農薬検出

２件 

分 析 件 数 ３９件  
 

・農産物の生産段階における安全性を確保するため、農薬や化学肥料が適正に使用される

よう、市町や農業団体等と一体となって、農薬の危害防止に関するポスターや直売所に

出荷する農家向けの農薬適正使用チラシを配布するなど、その取扱いに対する正しい知

識の普及・啓発に努めました。（園芸課） 
 

 消費者に信頼される安全・安心な農産物を生産・供給するため、農薬や化学肥料の適正

使用を徹底するとともに、農業生産工程管理（ＧＡＰ※）の取組を推進します。 

取組方向 
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＜農薬適正使用啓発チラシ＞ 
 
・市町、農協等の指導者や直売所に出荷している生産者等を対象に、研修会を開催し、農

薬や肥料の適正使用の徹底を図りました。（園芸課） 
    令和３年度実績 農薬・肥料適正使用研修会等 ６回開催 参加者数 ３２９人 
 
     
   
 
 
 
 
 

 
 

＜農薬適正使用研修会の様子＞ 
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・しいたけ生産者で組織している「佐賀県原木しいたけ栽培研究会」を対象に、現地の巡

回指導等を実施し、生産過程における無農薬栽培及び適正表示等の指導を行いました。 
（林業課） 

    令和３年度実績 巡回指導等 １６回開催 参加者数 ５２人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

＜巡回指導における無農薬栽培の指導＞ 

 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

農薬安全使用等総合推進事

業費 
 

２，０２３ 農薬による危害を防止するための正しい知

識の普及・啓発、残留農薬分析調査の実施な

どの農薬適正使用の徹底 
肥料・廃ビニール・農業機

械等適正指導推進費 
４１８ 肥料の品質保全と適正取引を確保するため

の検査及び登録等の実施 
 
 
 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 
農薬適正使用研修会（指導者対象）参加 
者数 

令和２年度 開催なし 
令和３年度 １５６人 

                    
② 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の取組の推進 
・農業団体等関係機関と一体となり、各地区での施設野菜などの研修会等やコンサルタン 
トを活用した研修、ＧＡＰの普及啓発を行いました。 

（園芸課、関係各課） 
令和３年度実績 研修会等 ９２回開催 参加者数 ２，２７０人 

 
・麦の生産研修大会において、農業団体などと一体となって、ＧＡＰに取り組む共同乾燥

調製施設の拡大を図るための啓発を行いました。（農産課） 
令和３年度実績 研修会等 １回開催 参加者数 約１５０人  
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区分 
必須／ 

重要 
取組事項 管理適合基準 

廃棄物の適

正な処理・

利用 

必須  

廃棄物は適正に処

理している。 

廃棄物（例：廃プラス

チック、空容器、空袋）

は適切に保管し、処理

している。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＜平成２９年９月改訂 佐賀県ＧＡＰの取組例＞ 
 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

ＧＡＰ普及啓発推進事業費 
 

２，１５０ 農業生産工程におけるリスク管理を総合

的・体系的に行うＧＡＰの推進及びＧＡ

Ｐの認証取得に対する支援を行った。 
 
 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 

ＧＡＰに取り組む組織数（生産部会等） 
令和２年度 ５６組織 
令和３年度 ５８組織 

 
 
    
  ※ＧＡＰ 

   農業生産工程管理（ＧＡＰ：Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅ）とは、農業

生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各

工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動のことです。 
 

「佐賀県 GAP」チェックシートの取組例 

法律上順守すべき事項

は「必須」、通知や規範等

に定められたものは「重

要」で整理しています。 
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（２）安全・安心な畜産物の生産・供給                 【畜産課】 
 

 
    
 
 
【令和３年度の実施状況】 
① 動物用医薬品、飼料、飼料添加物の適正使用の徹底           
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、各家畜保

健衛生所の職員を「薬事監視員」として配置し、動物用医薬品販売業者や畜産農家等に対

して立入調査を実施し、動物用医薬品の保管や適正販売、適正使用を指導しました。 
令和３年度実績 農家等への立入調査戸数  ２，３４６戸 

 
・飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づき、農業団体等と連携し立入調査

を実施し、飼料及び飼料添加物使用履歴の記帳の徹底を指導するとともに、県ホームペー

ジにおいて広く情報提供を行いました（平成３０年度～）。 

令和３年度実績 飼料安全性立入検査件数    １１１件 

 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

一般衛生指導事業 １，５４１ 動物用医薬品販売業者の調査・指導、

獣医師の調査・指導 
飼料生産流通対策事業 
 

１１０ 飼料製造業・販売者の調査・指導、畜

産農家の調査・指導 
 
② 家畜伝染病対策の実施 
・家畜伝染病予防法に基づく「飼養衛生管理基準」を遵守し、防疫対策が徹底されるよう指

導を一層強化するとともに、防疫演習の実施や防疫資材の備蓄等、防疫体制の整備に努め

ました。 
  令和３年度実績 防疫演習  １０月１５日、２６日（鳥インフルエンザ） 

 

・高病原性鳥インフルエンザについては、ウイルスの有無を確認するためのサーベイランス

等を実施し発生予防に努めました。 
令和３年度実績 サーベイランス検査件数 １２８件 

 
・家畜伝染病の発生予防のための立入調査や病性鑑定などを行い、生産段階での安全・安心

な畜産物の生産に努めました。 

令和３年度実績 発生予防のための立入調査戸数 ２，２９７戸 

        病性鑑定件数           ５２８件 

 

 

 消費者に信頼される安全・安心な畜産物を生産・供給するため、動物用医薬品、飼料及

び飼料添加物の適正使用とその使用履歴の記帳や、家畜伝染病対策を推進します。 

取組方向 
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【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

衛生推進対策事

業 
８，１２３ 飼養衛生管理の改善・向上の指導、危機管理体

制の整備 
家畜防疫対策事

業 
３５，４９３ ・ 家畜伝染病発生予防のための各種検査等の

実施、口蹄疫等の発生に備えた防疫体制の

整備 
・ 家畜伝染病及び家畜伝染性疾病の早期発見

診断 
・ ９６ヶ月齢以上の死亡牛に係るＢＳＥ検査 

 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 
飼料安全性立入検査実施件数 令和２年度       １２６件 

令和３年度      １１１件 
畜産農家立入状況 令和２年度 ２，３８１戸 

令和３年度 ２，２９７戸 
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（３）安全・安心な水産物の生産、供給                【水産課】 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
【令和３年度の実施状況】 
① 水産用医薬品の適正使用の徹底及び生産履歴の記帳の推進 
・魚介類養殖業者、関係漁協職員を対象に、講習会や現地指導を実施し、水産用医薬品の適

正使用の徹底及び生産履歴を記録した養殖日誌の記帳を推進しました。 
 
・漁協が回収した養殖日誌をチェックし、記帳方法及び保管を個別指導しました。 

令和３年度実績 
水産用医薬品適正使用指導等会議    ２回開催 
養殖衛生指導等を実施した経営体数  ３１経営体 

 
 
 
 
 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

養殖衛生管理体制整備事業 
（玄海水産振興センター） 
 
 

１，２００ 総合推進会議の開催等、養殖衛生

管理指導、養殖現場情報の監視、

疾病対策、新規魚病に対する検査

体制の構築 
内水面漁業振興対策事業 
（有明水産振興センター） 
 

２０８ 養殖防疫管理指導、特定疾病等監

視対策（ＫＨＶ対策）、防疫対策会

議開催 
 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 
養殖衛生管理指導を実施した

経営体数 
令和２年度 ４１経営体 
令和３年度 ３１経営体 

 
 

   消費者に信頼される安全・安心な水産物を生産・供給することは生産者の責務であり、

これまで実施してきた養殖魚介類を対象とした医薬品の適正使用の徹底及び生産履歴の

記帳を推進します。 
 また、貝毒については、原因プランクトンの発生状況や貝類の毒化状況についての調査

を実施し、必要に応じて関係漁協に出荷自主規制措置を要請する等、貝毒による食中毒の

防止に努めます。 

＜現地指導の様子＞ 

取組方向 
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② 貝毒原因プランクトン調査、貝毒調査の実施 
・佐賀県貝毒対策実施要領に基づき、玄海、有明海において貝毒 
の原因となるプランクトンの発生状況を監視し、二枚貝の毒化状 
況を調査したことで、毒化した二枚貝の流通防止を図りました。 

令和３年度実績 
貝毒発生監視調査の総実施数  １２１検体 
 

 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

赤潮貝毒監視事業 
（貝毒発生監視調査 
・玄海水産振興センター） 

７３１ 
 
 

貝毒原因プランクトン調査、貝毒定

期調査 

赤潮貝毒監視事業 
（貝毒発生監視調査 
・有明水産振興センター） 

４３ 
 

 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 
貝毒発生監視調査を実施し

た検体数 
令和２年度 ７８検体 
令和３年度 １２１検体 

 

 

  

＜貝毒原因プランクトンの一例＞ 



11 
 

（４）トレーサビリティー制度の取組の推進           【畜産課、流通・貿易課】 

 

牛 
 

 
 
【令和３年度の実施状況】 
① 牛トレーサビリティ制度※の確実な実施に対する指導（畜産課）            
・牛個体識別番号を表示した耳標（牛個体識別耳標）は、牛の飼養者が所属する取扱団体ご

とに管理されており、取扱団体間で耳標を異動させる場合に管理替えの手続きを行いまし

た。 
  令和３年度実績  牛個体識別耳標の管理換え件数    ５件 
 
・牛の飼養者が所属する取扱団体を変更した場合に変更手続き等を行いました。 
  令和３年度実績  所属団体の変更手続き等の件数   ４件 
 
・家畜保健衛生所などが牛飼養農家巡回時に、生産段階における牛個体識別耳標の装着や出

生、異動報告を適切に実施するための指導を行いました。（随時） 
      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
※牛トレーサビリティ制度  

 平成１３年９月に国内で初めて発生した牛海綿状脳症（ＢＳＥ）への対応策として、平成１５年６月に「牛

の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」（牛トレーサビリティ法）が制定されました。 
この法律により、牛が生まれた時から精肉として消費者の元に届くまでの経過を追跡できるよう牛トレー

サビリティ制度が運用されており、国内で飼養されている全ての牛は、それぞれ固有の個体識別番号が付け

られ、この番号に基づいた各種情報の管理が義務付けられています。 
 
 
 
 
 

 牛肉や米について、各トレーサビリティ法（「牛の個体識別のための情報の管理及び伝

達に関する特別措置法」、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する

法律」）に基づく制度の適切な運用のための支援・指導を実施します。 

 
＜個体識別耳標を装着した牛＞ 
（農林水産省のパンフレットより） 

 
＜個体識別耳標＞ 

（家畜改良事業団のＨＰより） 

取組方向 
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② 米トレーサビリティ制度※の確実な実施に対する指導 （流通・貿易課） 
・米トレーサビリティ制度の周知を図るため、米穀事業者  
（生産者、小売業者、外食事業者など）に対して概要パン 
フレットの配布を随時行いました。 
 

・米トレーサビリティ法（米穀等の取引等に係る情報の記録 
及び産地情報の伝達に関する法律）に基づき、国と連携し 
て巡回立入検査を行いました。 
令和３年度実績 立入検査件数 ８件 

 
・外食産業における一般消費者への産地情報の伝達が適切に 
行われるよう、産地情報を伝達するためのＰＯＰを作成し、 
米飯を提供している県内の飲食店等へ随時配布しました。 

 

 
＜県が配布する産地情報伝達ＰＯＰ＞ 

【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

米穀等適正流通推進事業 １，４２９ 米トレーサビリティ法、食糧法及び農産

物検査法の適正運用のため、県内事業者

を対象に巡回立入検査や普及啓発の実施 
 
 
※米トレーサビリティ制度  

米及び米を主原料とする加工食品について、生産から消費者へ販売されるまでの各段階を通じて履歴追

跡を可能にすること等を目的に、平成２１年４月に「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝

達に関する法律」（米トレーサビリティ法）が制定されました。 

この法律により、米及び一定の米加工食品を取り扱う事業者に対し、取引等の記録を作成・保存すると

ともに、米又は原料米の産地情報を取引先や消費者に伝達することが義務付けられています。 

 

 

＜制度概要パンフレット＞ 
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（５）環境への配慮                    【園芸課、畜産課、水産課】 

 

 

 
 
【令和３年度の実施状況】 
① 環境保全型農業の推進              
・現地研修会（有機農業塾：令和３年７月、令和４年３月の２

回）を開催し、環境保全型農業の取組拡大を推進しました。

（園芸課）  
     

・米や野菜などの有機ＪＡＳ認定に対する支援を行い、有機農

業の取組を推進しました。（園芸課） 
      

 
・耕種農家のニーズ把握や耕畜連携に向けた関係機関との意見交換、また各地域における畜

産農家と耕種農家のマッチング等を行い、堆肥の活用による環境保全型農業を推進しまし

た。（畜産課） 
 
 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

有機農業等環境保全向上対策

事業 
２３，６３１ 環境保全型農業の取組を行う農業者

や有機ＪＡＳの認定者に対する支援

など 
 

【参考となる主な指標の状況】 
項 目 年 度 実 績 

ＧＡＰに取り組む組織数（生産部会等）

（再掲） 
令和２年度 ５６組織 
令和３年度 ５８組織 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜令和３年第１回有機農業塾 開催状況＞ 

 農林水産物の持続的な生産が可能な環境の保全に配慮するため、農薬や化学肥料の使用

を低減した生産方式の導入促進や、養殖漁場の環境保全に努めるなど、持続性の高い環境

にやさしい農林水産業の推進を図ります。 

取組方向 
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② 養殖漁場における環境保全の推進（水産課）  
・定期的に養殖漁場環境調査を行い、漁場環境のモニタリング 
を行うとともに、関係機関に情報を提供することで、養殖漁場 
環境の保全と養殖漁家の安定生産を図りました。また、持続的 
養殖生産確保法第４条に基づき漁協が作成する漁場改善計画の 
指導を行いました。 
令和３年度実績  漁場改善計画の参加者数 ６７６人  

 
 
 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

玄海漁場環境保全調査 
（玄海水産振興センター） 

２，４１４ 水質及び底質・底生生物 
調査、藻場調査 

ノリ養殖環境モニタリング調査 
（有明水産振興センター） 

４５８ 水質及び底質調査 

 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 
漁場改善計画の参加者数 令和２年度 ７００人 

  令和３年度 ６７６人 
 
 
 
 
 
 
  

＜環境調査の様子＞ 
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製造・流通・販売段階での食品の安全性の確保 
（６）食品関連事業者等における自主管理の推進              【生活衛生課】 
 

 
 
 
 
 

 
【令和３年度の実施状況】 

・食品関連事業者などを対象に、ＨＡＣＣＰ※に沿った衛生管理等について、図表などを用

いた分かりすい講習会を実施しました。 
令和３年度実績 講習会 ８３回開催 参加者数 ２，７４６人 

 
・食品衛生指導員が、食品関連事業者による自主的な衛生管理を推進するために必要な知識

等を習得するための研修を行いました。 
令和３年度実績 食品衛生指導員特別研修会は新型コロナウイルスの感染拡大防止の

観点から実施なし 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

食品営業許可及び監視指導取締事

業 ５，９５１ 飲食に起因する衛生上の危害の発生防

止及び食品営業施設の監視指導 
乳肉水産食品衛生指導及び検査事

業 １，８７８ 乳肉関係営業施設に対する監視指導 

食品衛生及び食中毒対策事業 
４，２８４ 食中毒の未然防止及び被害の拡大防

止 
食品衛生協会補助事業 

７００ 食品衛生関係営業者の衛生知識の向

上及び自主管理の推進 
 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 
食品衛生関係講習会等受講者数 
 

令和２年度 １２，２６２人 
令和３年度 ２，７４６人 

食品衛生指導員数 令和２年度 ３４１人 
令和３年度 ３４８人 

 

※ＨＡＣＣＰ 

食品の安全を確保するための衛生管理手法の一つで、原料から最終製品までの工程において重要な管理点

を特定し、それを連続的に監視することによって、製品の安全性を保証する衛生管理手法です。 

   食品関連事業者は、食品衛生の確保及び向上を重要な責務として認識し、自主的な衛生

管理の徹底を進めていくことが重要です。また、食品衛生法が改正され、HACCP※によ

る衛生管理が制度化されています。県は、それらの取組が推進されていくよう適切な助言

や指導を行っていきます。 

取組方向 
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（７）食品関連事業者等に対する監視指導及び検査体制の整備       【生活衛生課】 
 
 
 
 
 
 
【令和３年度の実施状況】 
・近年の食中毒発生状況や違反食品事例及び食品取扱施設の規模による社会的影響等を考慮

して、重点的に監視指導を行う事項（重点監視事項）や食品検査の対象食品や検査項目な

どを「令和３年度佐賀県食品衛生監視指導計画」として策定し、計画に基づいた効果的か

つ効率的な監視・指導及び食品検査を実施しました。 
令和３年度実績  食品営業施設の監視指導件数 ５，０５７件 

            食品検査検体数 ８４０検体 

     
    

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜食品の理化学検査の様子＞ 

＜スーパーでの監視指導の様子＞ ＜ATP検査キットを用いた手指の清浄指導の様子＞ 

＜食品の細菌検査の様子＞ 

食の安全確保をより一層推進するため、毎年度「佐賀県食品衛生監視指導計画」を策定

し、食品取扱施設の監視指導や抜取り検査による流通する違反食品の排除などを計画的に

実施していきます。 

取組方向 
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＜監視指導に活用したチラシの例＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

食品営業許可及び監視指導取締

事業（再掲） ５，９５１ 飲食に起因する衛生上の危害の発生

防止及び食品営業施設の監視指導 
乳肉水産食品衛生指導及び検査

事業（再掲） １，８７８ 乳肉関係営業施設に対する監視指導 

食品衛生及び食中毒対策事業

（再掲） ４，２８４ 食中毒の未然防止及び被害の拡大防

止 
食品衛生協会補助事業（再掲） 

７００ 食品衛生関係営業者の衛生知識の向

上及び自主管理の推進 
食肉処理場の食中毒菌汚染対策

事業 ３９４ と畜場の衛生管理の向上及びの安全

性の確保 
食肉衛生検査所運営事業 １８，６０６ と畜検査及び食鳥検査 
牛海綿状脳症検査事業 

７７５ 食肉の安全性と消費者の食に対する

安心の確保 
 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 
食品衛生監視指導計画に基づく食品検

査検体数 
令和２年度   ９１１検体 
令和３年度   ８４０検体 

食品衛生監視員数 令和２年度   ６２人  
令和３年度   ６２人 
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（８）食品等の安全性の確保に向けた調査研究の推進          【生活衛生課】 
 
 
 
 
 
 
【令和３年度の実施状況】 
・食中毒等の食品等に起因する健康被害の発生又は被害の拡大を防止するため、最新の科学

技術に基づいた迅速かつ高度な分析結果を提供するための調査研究や食品等による健康被

害事例や違反食品の発生事例等について、その原因究明や再発防止策についての調査・研

究を実施し、食品関連事業者への技術的支援を行いました。 
 
・食肉の安全性を確保するため、動物由来感染症に関する調査研究と畜検査結果の農場への

フィードバックによる疾病発生の未然防止等につながるよう、情報提供を行いました。 
   令和３年度実績 

保健福祉事務所における食品に関する相談・苦情件数 ２１８件 
    食中毒関係検査件数 ５７件 
  
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

食品営業許可及び監視指導取締事

業（再掲） ５，９５１ 飲食に起因する衛生上の危害の発生

防止及び食品営業施設の監視指導 
乳肉水産食品衛生指導及び検査事

業（再掲） １，８７８ 乳肉関係営業施設に対する監視指導 

食品衛生及び食中毒対策事業（再

掲） ４，２８４ 食中毒の未然防止及び被害の拡大防

止 
食肉処理場の食中毒菌汚染対策事

業（再掲） ７００ と畜場の衛生管理の向上及びの安全

性の確保 
食肉衛生検査所運営事業（再掲） １８，６０６ と畜検査及び食鳥検査 
牛海綿状脳症検査事業（再掲） 

７７５ 食肉の安全性と消費者の食に対する

安心の確保 
 
 
 
 
 
 
 
 

   食の安全・安心の確保に関する施策を科学的知見に基づき適切に実施するため、食品等

の安全性に関する調査研究に取り組んでいきます。 
また、その成果に基づき、食品関連事業者へ適切な助言指導を行っていきます。 

取組方向 



19 
 

消費段階での食品の安全性の確保 
（９）食品による健康被害情報の収集と迅速な対応          【生活衛生課】 
 

 
 
 
 

【令和３年度の実施状況】 
・食品による健康被害の発生などの情報を得た際には、速やかに調査を行い、その原因究明

に努め、それらに起因する健康被害の発生や危害の拡大を防止するために必要な措置を講

ずるよう、食品関係事業者等へ指導を行いました。 
   令和３年度実績 

保健福祉事務所における食品に関する相談・苦情件数  ２１８件（再掲） 
食中毒の発生件数 ３件 

食中毒関係検査件数 ５７件（再掲） 

 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 
保健福祉事務所における食品に関する

相談・苦情件数 
令和２年度 ２１５件 
令和３年度 ２１８件 

食中毒の発生件数 令和２年度  １０件 
令和３年度  ３件 

 
 
  

   食品を原因とした健康被害の発生やそれらに関する情報を入手した場合には、迅速に必

要な調査を行い、被害の拡大を防止するために必要な措置を行っていきます。 

取組方向 
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２ 食品等に対する県民の信頼の確保 

（１）適正な食品表示の推進   【生活衛生課、くらしの安全安心課、健康増進課、薬務課】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
・食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法の各法でそれぞれ規定されていた食品表示制度は、各

法で規定する目的が異なることから、内容が複雑（ＪＡＳ法では表示が不要であるが食品

衛生法では必要など）となっていたため、食品関連事業者、消費者の双方にとって分かり

にくいものとなっていました。 
 
・このため、消費者庁において、食品関連事業者、消費者双方にとって分かりやすく、整合

性の取れた表示基準を包含した新しい法律の制定が検討され、平成２５年６月に、この３

つの法律の食品表示制度に係る箇所を一元化した「食品表示法」が制定され、平成２７年

４月１日に施行されました。 
 

【令和３年度の実施状況】 

① 食品表示責任者の設置、事業者の自主点検の推進（生活衛生課） 

・食品関連事業者に対する監視・指導や普及啓発を行うために、農産物直売所等を対象とし

た合同調査、食品表示１１０番情報など被疑情報に基づく立入調査などに取り組みました。 

令和３年度実績  生鮮食品品質表示実態調査件数 １４２件（国との合算） 

         食品表示１１０番の受付件数    ４件 

 

・食品関連事業者による自主的な意識向上を促進するために設けた「表示責任者設置要領」

に基づき、登録された食品関連事業者の食品表示責任者に対し、食品表示に関する情報提

供や講習会を開催しました。 

令和３年度実績  食品情報誌（ニュースレター）の発行回数  ２回 

 

 

 

   食品表示は消費者が商品購入の判断材料とする重要な情報です。  
  食品事業者による食品の偽装表示や不適正な表示が後を絶たない要因として、食品事業

者として自らが食品の安全性の確保について、第一義的責任を有していることへの認識の

欠如や食品表示制度に対する認識不足、事業所内のチェック体制の不備などがあります。 
このため、平成１７年度に県独自の「佐賀県食品表示責任者設置促進事業実施要領（以

下「表示責任者設置要領」という。）を策定し、食品製造事業者等の自主的な活動を促進

するとともに、消費者や農林水産省九州農政局佐賀県拠点（以下「九州農政局佐賀県拠点」

という。）等の関係機関と連携して監視・指導を強化し、県内での製造・加工販売される

食品の適正な表示の普及を図ります。 

国の動き 

取組方向 
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・食品表示１１０番に情報が寄せられた情報のうち、偽装表示等の違反が確認された場合に

は、常習性がなく過失による一時的なものであることが明らかであり、かつ、食品関連事

業者が直ちに改善方策を講じている場合を除き、指示・公表を行っています。 

令和３年度実績  改善指示・公表件数 ０件 

 
・食品表示に関して食品関連事業者から相談を受けたときは、法的根拠を示しながら、適正

な表示となるように回答しました。 
令和３年度実績  食品表示相談の受付件数 ２５件 

 

・食品関連事業者による食品表示の適正化に向けて、食品表示責任者の登録を一層促進し、

食品関連事業者に対する支援を継続しました。 

令和３年度実績  食品表示責任者登録者数 ５３２件 
 
・登録された食品関連事業者に対してニュースレターを発行しました。 

令和３年度の実績 
ニュースレターの発行回数 ２回（再掲） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・県民に対しても食品表示制度について県ホームページなどを通じて、情報の提供に努めま

した。 
    
② 監視・指導、検査体制の整備 

・消費期限や保存方法などの表示違反事項については、「佐賀県食品衛生監視指導計画」に基

づき、県内流通品からの違反食品の排除に努めました。（生活衛生課） 

 

・消費者等からの食品表示１１０番を通して情報収集や調査に努め、九州農政局佐賀県拠点

等の関係機関とも連携を図り、食品製造・加工事業者、食品販売事業者等に対する監視・

指導の強化を図りました。（生活衛生課） 

令和３年度実績 食品表示１１０番の受付件数 ４件（再掲） 

 

・各保健福祉事務所の食品衛生監視員により、夏期や年末の一斉取締などで、県内に流通す

る食品の表示検査を実施するとともに、必要に応じ指導を行いました。（生活衛生課） 

令和３年度実績 食品表示検査数 １９，８４３件 
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・景品表示法及び計量法に基づく相談、指導を実施しました。（くらしの安全安心課） 

  景品表示法関係  

   事業者からの食品表示に関する相談延件数 令和３年度実績     ５件 

   不適正な食品表示に対する指導件数    令和３年度実績     ２件 

  計量法関係 

 事業者からの食品表示に関する相談延件数 令和３年度実績     ３件 

   不適正な食品表示に対する指導件数    令和３年度実績     ４件 

 

・栄養表示等に対する相談、指導を実施しました。（健康増進課） 

    事業者からの食品表示に関する相談延件数 令和３年度実績   ２０３件 

    不適正な食品表示に対する指導件数    令和３年度実績   １３３件 

 
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（医薬品医療機器等

法）に基づく相談、指導を実施しました。（薬務課） 

   事業者からの食品表示に関する相談延件数 令和３年度実績   ５件 

   不適正な食品表示に対する指導件数    令和３年度実績   ０件 

 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

食品表示適正化・安全対策事業 
８６ 

食品表示法に基づく食品表示制度

に係る情報提供、食品関連事業者

への確認・立入調査など 
 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 
食品表示１１０番の受付件数 令和２年度 ５件 

令和３年度 ４件 
食品衛生監視指導計画に基づく食品表

示検査数 
令和２年度 ３９，７７８件 
令和３年度 １９，８４３件 
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（２）原産地に関する情報提供の充実                 【生活衛生課】 
 
 

 
 
 
 

 
 
①                                 【生活衛生課】 

 
 
 
 
 
 
【令和３年度の実施状況】 
・令和３年度は新型コロナウイルスにより集合型の講習会の開催が可能かどうか不明であっ

たため、食品関連事業者を対象とした動画を作成し、YouTube に公開することで、詳細な

原産地の表示に努める旨の普及啓発を行いました。 
 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 
生鮮食品の原産地表示率が 80％以上

である店舗の割合 
令和２年度 １００．０％ 
令和３年度 １００．０％ 

 

対象食品の例 
原産地の表示例 

【 推奨する度合い 】 
 

国産 佐賀県、宮崎県 武雄市、日向市 

【可】 【良】 【優】 
 

国産 佐賀県、京都府 
 

【可】 【優】 
 

国産 佐賀県、千葉県 唐津市、千葉市 

【可】 【良】 【優】 

 

   可：通常の表示例   良：詳細な表示例  優：最も詳細な表示例  

消費者が食品を選択するとき、大切な情報の一つに食品の原産地に関する情報があり、

この情報提供については、食品表示法に基づく食品表示基準で定められています。 
この基準では、原産地を表示しなければならない食品として、生鮮食品並びに２２食品

群及び５品目の加工食品がありますが、それ以外の全ての加工食品でも最も使用量が多い

原材料の原産地（製造地）の表示が義務化され、令和４年４月１日から完全施行されまし

た。 
国産生鮮食品の畜産物にあっては、国産である旨に代えて、都道府県名、市町村名その

他一般に知られている地名を表示できます。 
また、２２食品群及び５品目の国産品の加工食品にあっては、国産である旨に代えて、

都道府県名など詳細な産地名（水産物にあっては水域名や港名など）を表示できます。 
県としては、国産である旨の表示よりも、更に詳細な情報である都道府県名、市町村名

等で表示することを推進し、消費者に対する詳細な原産地の情報提供を図ります。 

取組方向 

生鮮豚

肉 

緑
茶 

たくあ

ん 
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（３）自主回収の報告制度                       【生活衛生課】 
 
 
 
 
 
 
 
 
・令和 3 年 6 月 1 日から食品衛生法、食品表示法による自主回収報告制度が始まりました。法

による自主回収報告は厚生労働省ホームページ（https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do）で
公開されます。 

 
【令和３年度の実施状況】 
・事業者から報告を受けた「佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例」に基づく自主回

収情報については、迅速に県ホームページに掲載することにより、県民への自主回収情報

の周知に努めました。 
    令和３年度の実績 自主回収の報告件数 ５件（条例 １件、法律 ４件） 
 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

食品営業許可及び監視指導取締事

業（再掲） ５，９５１ 飲食に起因する衛生上の危害の発生

防止及び食品営業施設の監視指導 
乳肉水産食品衛生指導及び検査事

業（再掲） １，８７８ 乳肉関係営業施設に対する監視指導 

食品衛生及び食中毒対策事業（再

掲） ４，２８４ 食中毒の未然防止及び被害の拡大防

止 
食品表示適正化・安全対策事業（再

掲） ８６ 
食品表示法に基づく食品表示制度に

係る情報提供、食品関連事業者への

確認・立入調査など 

 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 
自主回収の報告件数  
 

令和２年度   １件 
令和３年度   ５件 

 
 
 
 

 

   事業者が食品等の自主回収に着手した際、食品等による健康への被害やその拡大を防止

する観点から事業者に報告を義務付け、その情報を集約してホームページで公表すること

で、速やかに県民に周知するとともに、事業者の迅速な回収を支援します。 

取組方向 

国の動き 

https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do
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自主回収報告制度の概要図 

国（食品衛生法、食品表示法）の自主回収制度の概要図 

（厚生労働省ホームページより） 

県（条例）の自主回収制度の概要図 
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（４）食の安全・安心に関する情報の発信と共有             【関係各課】 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【令和３年度の実施状況】 
① 情報の収集と提供（くらしの安全安心課） 
・県ホームページ等で、農林水産物に関する情報、食中毒情報、食品衛生監視指導状況等の

食品の安全・安心に関する情報提供を行いました。 
  
・講演会は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から実施しませんでした。 

 
 ・食の安全・安心に関して正しい知識を知ってもらうため、リーフレットを作成し小学校５

年生および中学校２年生に配布しました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② リスクコミュニケーションの推進（生活衛生課） 
・生産者、食品関連事業者、消費者及び行政の関係者間における相互の立場や役割に対する

認識を深めるとともに、食の安全等に関する情報共有や認識の格差解消を図るため、これ

ら関係者が情報や意見を交換するリスクコミュニケーションを開催しました。 
令和３年度実績 佐賀農業高校にて実施  参加者 ４０名 
                保育所給食従事者研修会 参加者 ５５名 

   消費者の食の安全に関する知識と理解の促進を図るため、迅速で積極的な情報の提供に

努めるとともに、県内の生産者、食品関連事業者、消費者及び行政等の関係者から成る佐

賀県食品安全推進会議の開催や、内閣府食品安全委員会と連携して実施するリスクコミュ

ニケーション※の開催などを通じて、消費者との意見交換や関係者相互間の意見交換を促

進します。 
   また、地域における食の安全に関する正しい知識を有する人材の育成に努めます。 

取組方向 

＜食の安全・安心リーフレット＞ 
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【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

食品営業許可及び監視指導取締事業

（再掲） ５，９５１ 
飲食に起因する衛生上の危害の発

生防止及び食品営業施設の監視指

導 
乳肉水産食品衛生指導及び検査事業

（再掲） １，８７８ 乳肉関係営業施設に対する監視指

導 
食品衛生及び食中毒対策事業（再掲） 

４，２８４ 食中毒の未然防止及び被害の拡大

防止 
食品表示適正化・安全対策事業（再

掲） ８６ 
食品表示法に基づく食品表示制度

に係る情報提供、食品関連事業者

への確認・立入調査など 
 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 
食の安全安心ホームページの閲覧数 令和２年度 １，３００回 

令和３年度 ９３８回 
      
 
③ 食の安全・安心の確保を担う人材の育成           
・農薬に関する専門的な知識を有し、地域における農薬適正使用の指導的役割を担う者を農

薬指導士として認定・更新し、生産段階における農薬の安全使用や適正販売の確保を図り

ました。（園芸課） 
  令和３年度実績 農薬指導士更新者数   １７４人 
          農薬指導士新規認定者数  ２１人 
 
・食品関連事業者が自主管理の推進のため実施している食品衛生指導員制度を支援し、地域

における食の安全を推進する人材の育成に努めました。（生活衛生課） 
令和３年度実績  
食品衛生指導員特別研修会は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から実施なし 

 
・給食施設等の管理栄養士や調理従事者などへの講習会や出前講座などを行い、各地域にお

ける食の安全に関する正しい知識を有する人材の育成に努めました。（生活衛生課） 
令和３年度実績 講習会 ８３回開催 参加者数 ２，７４６人（再掲） 
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【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

農薬安全使用等総合推進事業

費（再掲） ２，０２３ 農薬による危害を防止するため、正しい

知識の普及・啓発 
食品営業許可及び監視指導取

締事業（再掲） ５，９５１ 飲食に起因する衛生上の危害の発生防

止及び食品営業施設の監視指導 
 
 
 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 
農薬指導士数（実認定者数） 令和２年度 ５８５人 

令和３年度 ５６０人 
食品衛生指導員数（再掲） 令和２年度 ３４１人 

令和３年度 ３４８人 
食品衛生監視員数（再掲） 令和２年度  ６２人 

令和３年度  ６２人 
 
   
  ※リスクコミューニケーション   

   食品には一定のリスク（食材そのものに存在するリスク、製造や流通等の過程で発生するリスクな

ど）が存在することを前提に、生産者、食品関連事業者や消費者、行政等の関係者が必要な情報を共有

し、理解を深めるために、それぞれの立場から相互に意見交換を行うこと。 
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（５）食育の推進を通じた取組          【くらしの安全安心課、ほか関係課】 
 
 
 

 

【令和３年度の実施状況】 
・「早ね・早起き・朝ごはん」キャンペーンに取り組み、子どもや保護者に対して情報発信を

行いました。特に、次世代を担う子どもたちの健全な育成のため、学校、保育所・幼稚園

等における食育の推進を図りました。（くらしの安全安心課） 
  令和３年度実績   

食育学習イベント（１１月６日、７日） 
佐賀県食育賞（２団体・２個人）の決定 

学校等で行う食育講習会への講師派遣 １０か所 
家族だんらんカレンダーの作成配布 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
・県民運動推進組織「食育ネットワークさが」の活動を通じて、地域等における食育の推進

を図りました。（くらしの安全安心課） 
 令和３年度実績  情報誌「生きる力」の発行（年５回） 

ホームページやフェイスブックでの情報発信 

 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

“食で育む”佐賀の食育推進事業 ５，３０６ 食育ネットワークさがの活動を通じた食育推

進や、学校、保育所、幼稚園等における食育の

充実 
 
 
 
 

   食に関する知識を深め、安全な食品を自ら選択する力を習得できるよう、家庭、学校・

保育所、地域等のさまざまな分野で食育を推進します。 

取組方向 

＜家族だんらんカレンダー＞ 
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【参考となる主な指標の状況】 
項 目 年 度 実 績 

「健康に食事は大切である」と考える児

童生徒の割合〔小学５年生男子〕 
令和２年度  ９０．１％ 
令和３年度 ８７．５％ 

「健康に食事は大切である」と考える児

童生徒の割合〔小学５年生女子〕 
令和２年度  ９２．１％ 
令和３年度 ８９．０％ 

「健康に食事は大切である」と考える児

童生徒の割合〔中学２年生男子〕 
令和２年度  ９１．０% 
令和３年度 ９１．５％ 

「健康に食事は大切である」と考える児

童生徒の割合〔中学２年生女子〕 
令和２年度  ９１．４% 
令和３年度 ８９．１％ 

「食育ネットワークさが」の会員数   令和２年度  ２６８団体 
令和３年度 ２７１団体 

学校給食における県産農林水産物の利

用割合 
令和２年度  ４３．５％ 
令和３年度 ４１．０％ 

健康づくり協力店登録数※ 令和２年度  
 

令和３年度 
 

※ 健康づくり協力店登録事業は令和元年度をもって終了。 
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（６）地産地消の推進を通じた取組                 【農政企画課】 

 

 

 

 
 
【令和３年度の実施状況】 

・佐賀の農業や農産物、農村を応援してもらう個人や団体、企業などを「さが食・農・むら

サポーター」として幅広く募集・登録し、サポーターへの農業・農村の情報発信や生産者

との交流事業などにより、佐賀農業・農村のファンづくりを行いました。 

 

・消費者の方々に佐賀の農業・農村の魅力をＰＲするため「食べて応援！さがんマルシェ」

として地産地消フェアを開催しました。 

 

・県内で生産されている農林水産物や加工品、農産物直売所、農家レストラン等について、

佐賀の農業・農村の魅力を消費者の方に知ってもらうため、ホームページをリニューアル

し、インターネットなどを通じた情報発信を行いました。 

 

・ホームページ「さが農村ひろば」による情報発信 

県内の農産物直売所や農村でのイベント等の情報を検索しやすいサイトを設けて情報発信 

令和３年度実績 

ホームページアクセス数：約６９，２７６件 

 

・Ｆａｃｅｂｏｏｋ「さが農村」によるリアルタイムの情報発信 

令和３年度実績 

投稿記事数：１６１件、「いいね！」の数：６，２９８ 

 

・「さが食・農・むらサポーター」による情報発信やブログの更新 

令和３年度実績 

 「さが食・農・むらサポーター」登録者数：２，２２９人 

  

・ＬＩＮＥ公式アカウント「さが農村」による情報発信 

   令和３年度実績 

    記事投稿数：４６件 

ＬＩＮＥ公式アカウントによる登録者数：１，４３４人 

（さが食・農・むらサポーターの内数） 

 

・農業女子グループや青少年健全育成会等各地域での「さが食・農・むらサポーター」によ

る農産物等の対面販売やそば打ち体験など県内農業・農村をＰＲする活動への支援を行い

ました。 

令和３年度実績 支援先団体：４団体  

イベントの参加者数：２，３５０人 

生産者と消費者、農産物直売所や給食等の関係者、食品関連事業者などが相互理解と連

携を深めていくことで、地産地消を推進します。 

取組方向 
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 支援団体 取組内容 

１ 小城市晴田支館 フラワーアレンジメントを通して佐賀県産の花のＰＲ活動 

２ プリン組合 「くすのきまつり」に出展。佐賀県産を使ったプリンの販売

を通して、県産農産物の魅力を発信 

３ SAGA こだわりマルシェキ

ャラバン実行委員会 

SAGAこだわりマルシェキャラバンを開催 

４ 茶乃芽 マルシェにて、うれしの茶PR活動（試飲用茶の配布） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

さが農業・農村理解醸成事業 １，０００ ・さが食・農・むらサポーター運営委

員会への負担金（県 1/2、JA1/2） 
・ホームページやメールマガジンの配

信、ＬＩＮＥ等による情報提供 
・さが食・農・むらサポーターによる

交流会などのイベント開催に対する

支援 
・ふるさと先生の派遣 等 

 
【参考となる主な指標の状況】 

項 目 年 度 実 績 

地産地消拠点施設数※ 

 

令和２年度 ３７４か所 

令和３年度 ３６７か所 

  ※ 農産物直売所、農産加工施設、体験観光農園、農家レストラン、農家民宿の合計数 
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３ 食の安全・安心の確保に向けた体制整備等 

（１）危害情報の申出及び危機管理体制の整備             【生活衛生課】 
 
 
 
 
 
【令和３年度の実施状況】 
・食中毒等の健康被害が発生した場合には、「佐賀県健康危機管理基本マニュアル」や「佐賀

県食中毒対策要綱」及び「佐賀県食中毒処理要領」に基づき、関係機関と密接な連携を図

るとともに、迅速な原因究明調査に基づく行政上の適切な措置の実施や、必要な情報の迅

速な公表等により被害の拡大防止を図りました。 
令和３年度実績 
保健福祉事務所における食品に関する相談・苦情件数 ２１８件（再掲） 
食中毒の発生件数 ３件（再掲） 
食中毒関係検査件数 ５７件（再掲） 

 
【令和３年度主要事業】 

事業名 事業費 
（千円） 事業概要 

食品営業許可及び監視指導取締事

業（再掲） ５，９５１ 
飲食に起因する衛生上の危害の発

生防止及び食品営業施設の監視指

導 
乳肉水産食品衛生指導及び検査事

業（再掲） １，８７８ 乳肉関係営業施設に対する監視指

導 
食品衛生及び食中毒対策事業（再

掲） ４，２８４ 食中毒の未然防止及び被害の拡大

防止 
 
（２）県民意見の反映               【くらしの安全安心課、関係各課】 
 
 
 
 
 

【令和３年度の実施状況】 

① 県民からの施策の提案制度            
・県民から食の安全・安心の確保に関する施策等についての提案があったときは、当該提案

について検討を行い、その提案者に対して結果を通知するとともに、その内容を公表しま

す。（くらしの安全安心課） 
令和３年度 提案実績はありませんでした。 

 

食品に起因する危害が発生した場合には、迅速に情報が伝達され、健康被害の発生及び

危害の拡大を防止する適切な対応が取られるよう、危機管理体制の整備、充実を図ります。 

県民からの施策の提案制度やパブリックコメントなどにより広く県民の意見を把握し、

施策への反映に努め、生産者、事業者、消費者等の連携した取り組みを進めます。 

取組方向 

取組方向 
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・食品等に関する県の重要な計画については、パブリックコメント（県民意見提出手続）を

実施しました。（生活衛生課） 
令和３年度パブリックコメント実績 
令和４年度佐賀県食品衛生監視指導計画（案）についての意見募集結果   ５件 
 

② 佐賀県食品安全推進会議の設置・運営            
・生産者、食品関連事業者、消費者及び行政等の関係者からなる「佐賀県食品安全推進会議」

（平成１５年設置）において、食品の安全性の確保及び食品表示の適正化を図るための施

策に関すること、関係者相互間の情報及び意見交換、食の安全・安心の確保に関する施策

の実施状況に関すること等について協議し、連携を図りました。 
（くらしの安全安心課、関係各課） 

   令和３年度実績 佐賀県食品安全推進会議 １回開催 
 
（３）国、地方公共団体、関係団体等との連携 【生活衛生課、くらしの安全安心課、関係各課】 
 
 
 
 
 
【令和３年度の実施状況】 

例年、九州・山口地域食の安全・安心連携会議を通じて、他県等との連携に努めております。 
令和３年度 大雨により九州・山口地域食の安全・安心連携会議は中止 
 

  

 食の安全・安心の確保に関する施策を推進するため、国や他の地方公共団体との連携を

図るとともに、関係団体等との連携にも努めます。 

取組方向 
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第２章 区 分 参 考 指 標 令和２年度 令和３年度 備 考 所 管 課  

１ 生産か

ら消費に至

る各段階で

の食品等の

安全性の確

保 

安全・安心な農産

物の生産、供給 
農薬適正使用研修会（指導

者対象）参加者数  
開催なし １５６人  園 芸 課 

ＧＡＰに取り組む組織数

（生産部会等） 
５６組織 ５８組織  園 芸 課 

安全・安心な畜産

物の生産、供給 
飼料安全性立入検査実施

件数 
 １２６件  １１１件  畜 産 課 

畜産農家立入状況 ２，３８１戸 ２，２９７戸  畜 産 課 

安全・安心な水産

物の生産、供給 
養殖衛生管理指導を実施

した経営体数 
４１経営体 ３１経営体  水 産 課 

貝毒発生監視調査を実施

した検体数 
７８検体 １２１検体  水 産 課 

環境への配慮 ＧＡＰに取り組む組織数

（生産部会等）（再掲） 
５６組織 ５８組織  園 芸 課 

漁場改善計画の参加者数 ７００人 ６７６人  水 産 課 

食品関連事業者

等における自主

管理の推進 

食品衛生関係講習会等受

講者数 
１２，２６２人 ２,７４６人  生活衛生課 

食品衛生指導員数 ３４１人 ３４８人  生活衛生課 

食品関連事業者

等に対する監視

指導及び検査体

制の整備 

食品衛生監視指導計画に

基づく食品検査検体数 
９１１検体  ８４０検体  生活衛生課 

食品衛生監視員数 ６２人 ６２人  生活衛生課 

食品による健康

被害情報の収集

と迅速な対応 

保健福祉事務所における

食品に関する相談・苦情件

数 

２１５件 ２１８件  生活衛生課 

食中毒の発生件数 １０件 ３件  生活衛生課 

２ 食品等

に対する県

民の信頼の

確保 

適正な食品表示

の推進 
食品表示１１０番の受付

件数 
５件 ４件  生活衛生課 

食品衛生監視指導計画に

基づく食品表示検査数 
３９，７７８件  １９，８４３件  生活衛生課 

原産地に関する

情報提供の充実 
生鮮食品の原産地表示率

が８０％以上の店舗割合 
１００．０％ １００．０％  生活衛生課 

自主回収の報告

制度 
自主回収の報告件数  １件 ５件  生活衛生課 

 
 
 
 

参考となる主な指標の状況 
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第２章 区 分 参 考 指 標 令和２年度 令和３年度 備 考 所 管 課  

２ 食品等

に対する県

民の信頼の

確保 

食の安全・安心に

関する情報の発

信と共有 

食の安全安心ホームペー

ジの閲覧数 
１，３００回 ９３８回  く ら し の 

安全安心課 

農薬指導士数 ５８５人 ５６０人  園 芸 課 

食品衛生指導員数（再掲） ３４１人 ３４８人  生活衛生課 

食品衛生監視員数（再掲） ６２人 ６２人  生活衛生課 

食育の推進を通

じた取組 

 

 

「健康に食事は大切であ

る」と考える児童生徒の割

合〔小学５年生男子〕 

９０．１％ ８７．５％  く ら し の 

安全安心課 

「健康に食事は大切であ

る」と考える児童生徒の割

合〔小学５年生女子〕 

９２．１％ ８９．０％  く ら し の 

安全安心課 

「健康に食事は大切であ

る」と考える児童生徒の割

合〔中学２年生男子〕 

９１．０％ ９１．５％  く ら し の 

安全安心課 

「健康に食事は大切であ

る」と考える児童生徒の割

合〔中学２年生女子〕 

９１．４％ ８９．１％  く ら し の 

安全安心課 

食育ネットワークさがの

会員数 
２６８団体 ２７１団体  く ら し の 

安全安心課 

学校給食における県産農

林水産物の利用割合 
４３．５％ ４１．０％  く ら し の 

安全安心課 

健康づくり協力店登録数 
 

      Ｒ元終了 健康増進課 

地産地消の推進

を通じた取組 
地産地消拠点施設数※ ３７４か所 ３６７か所  農政企画課 

※ 農産物直売所、農産加工施設、体験観光農園、農家レストラン、農家民宿の合計数 


